
広報 区の世帯と人口（9月1日現在）

住民登録 前月比

世 帯 数 122,508� （＋2）

人 　 口 203,287�（−96）
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自転車に乗る前に日常的な点検をしましょう！

・「並進可」の標識がある
ところ以外では、並ん
で走ることは禁止です。

・「止まれ」の標識がある
場所では、必ず一時停
止しましょう。

・子供を同乗させる時は、バランスを崩しやすくなる
ため、十分注意してください。

①自転車は車道が原則歩道は例外
②車道は左側を通行

③歩道は歩行者優先で、
　車道寄りを徐行

④安全ルールを守る

⑤子供はヘルメットを着用 自転車販売店に相談しましょう

自転車保険等への加入、忘れていませんか？

　自転車を購入するときは、自転車販売店とよく相談して、体
格に合ったものを選びましょう。
　「自転車安全整備士」の点検を受けた自転車
には、「TSマーク」が貼付され、点検日から1
年間有効の賠償責任・傷害保険が付帯します。
　区ではTSマークの取得にかかる費用の助成
をしています。詳しくは、区HPをご覧ください。

　令和2年4月1日より、都内全域で自転車利用中の対人賠償事
故に備える保険等への加入が義務付けられています。
　さまざまな保険がありますので、加入状況を
確認し、まだ加入していない方は、保険に加入
してください。
　詳しくは、区HPをご覧ください。

自転車安全利用五則正しい交通ルールを把握しましょう

近年、交通事故の自転車関与率は増加傾向にあります。自転車が整備不良のまま走行すれば、操作の安全性が保たれず、
重大な事故につながるリスクが高まるため、点検整備を義務化しました。
自転車はだれでも気軽に利用できる乗り物ですが、車と同じく車両です。
点検整備を行い、安全安心な自転車の利用を心がけてください。
自転車点検整備の手引き等、詳しくは区HPをご覧ください。

問合せ 交通対策課
TEL（5246）1288

10月1日から自転車の点検整備が義務化（自転車安全利用促進条例改正）

「新しい日常」を
あたりまえの
　　　　 日常に

昨年の
区内交通事故
発生件数
714件
うち 自転車が
関係する事故
313件

自転車整備店等でおおむね1年に1度を目安として、
定期的な点検を行い、必要な整備をしましょう。

自転車の自己点検のポイント
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ブレーキの効きは？ぶ

もしもの時の備えにTSマーク


